
公 表 第 １０ 号

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、久留米市

長から包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表しま

す。

     平成２６年４月２４日

                 久留米市監査委員  田 中 俊 博

                 久留米市監査委員  塙 秀 二

                 久留米市監査委員  秋 吉 政 敏

                 久留米市監査委員  塚 本 篤 行

               



平成20年度　包括外部監査結果報告書に対する措置状況
公共事業等入札制度及び契約事務の運用状況について

ペー
ジ

部局名
（現在）

課名
（現在）

指摘事項及び意見 措置内容

129 市民文化部 資産税課 第４章　業務委託契約等
第４　業務委託等各論
（１０）久留米市固定資産評価業務委託
委託費の妥当性
　設計書の中の間接費については、直接費の25％と決められ
ている。機械経費や材料費についても人件費の一定割合で計
算されておりその合理性が見当たらない。改善の余地あり。

　
　固定資産評価業務委託に係る設計金額については、国土交
通省等が提示している設計業務委託等技術者単価を基に直
接経費を算定しておりました。しかしながら、間接経費につい
ては定められた基準がありませんので、国や県の提示してい
る測量経費諸経費率を参考にしつつ、当該委託業務が、コン
ピューター処理に関する業務が占める割合が大きいこと等を
考慮して、平成25年度契約分から過去の実績や予算等を鑑み
直接経費に占める割合を検討し、適宜算定しております。　ま
た、機械経費や材料費については、人件費の一定割合に基づ
くだけでなく、作業を行う機械の使用頻度や材料の実費相当
額等を考慮したうえで、設計金額を算定しております。

159 田主丸総合
支所

環境建設課 第４章　業務委託契約等
第４　業務委託等各論
（１８）一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託
　契約参加通知書自体を１者に限定しているため、入札手続
が機能していない、広く競争入札にすべきである。

　一般廃棄物(燃やせるごみ）の収集委託業務については、平
成25年度中に、平成26年度から平成30年度までの業務委託
に係る一般競争入札を実施し、落札業者と業務委託契約を締
結しました。


